
環境局都民の声窓口に寄せられた都民の声（令和８年２月分） 

◆ 対応事例 

 

対応事例１ 

 

件

名 
狩猟免許試験の受験科目について 

概

要 

第一種銃猟の免状を持っている。来年度の試験についてはいつから案内さ

れますか。網の試験を受験したいと思っている。免除される試験を教えて

欲しい。 

対

応 

試験については 4月下旬～５月上旬にホームページでご案内いたします。 

知識試験の 

1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令（共通） 

2. 鳥獣の保護及び管理に関する知識(共通) 

3. 鳥獣に関する知識(共通) 

が免除となります。 

  


